
                       スポーツ部スポーツ政策課 

 

山之口運動公園陸上競技場外９施設指定管理者候補者選定の概要 

 

 山之口運動公園陸上競技場外９施設の指定管理者については、次のとおり候補となる団体を非

公募により選定しました。 

 なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、令和７年１２月議会で可決された場合には、

同団体が指定管理者として、本施設の管理運営にあたることとなります。 

 

１．指定管理者候補者の概要 

 （１）団体の名称 

    一般社団法人都城市スポーツコミッション 

 （２）代表者名 

    理事長 池田 宜永 

 （３）所在地 

    都城市中町１７街区２号 

 （４）設立年月日 

    令和４年４月１日 

 （５）従業員数 

    ５１名 

 （６）業務内容 

    ①スポーツ関連団体等の連携強化に関する事業 

②スポーツイベント等の実施に関する事業 

③スポーツイベント等の運営支援に関する事業 

④スポーツキャンプ等の誘致に関する事業 

⑤スポーツビジネスの創出に関する事業 

⑥市民のスポーツ参画誘導に関する事業 

⑦スポーツ拠点施設等の管理運営に関する事業 

⑧その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

２．指定期間 

  令和８年４月１日 ～ 令和１１年３月３１日（３年間） 

 

 

 

 

 

 



３．施設及び業務の概要 

 （１）施設概要 

施設名及び所在地 施設規模等 

都城市山之口運動公園 

（都城市山之口町花木２３８１番

地４） 

①陸上競技場 

２１，１６０㎡、第３種公認競技場４００ｍ 

②多目的広場 

１５，５４０㎡、サッカー１面、野球１面 

③体育館 

１，６２５．２１㎡、バレーボール２面 

④芝生広場 

６，４００㎡ 

⑤その他 

ジョギング走路、遊具、調整池、駐車場、トイレ棟、休

憩棟 等 

都城市都城運動公園 

（都城市妻ケ丘町４１街区及び４

２街区） 

①庭球場 

砂入り人工芝１６面、管理棟 

②陸上競技場 

第４種ライト公認競技場４００ｍ 

③野球場 

両翼９９ｍ、センター１２２ｍ 

④屋内競技場 

４，４６４㎡、野球１面、フットサル１面 

⑤サブグラウンド 

３，７６０㎡ 

⑥投球練習場 

７２３㎡、６人立ち 

⑦その他 

 管理棟、駐車場、遊具（Ｒ８.２月完成予定） 

 

 （２）業務概要 

①施設の運営に関すること 

②施設の維持管理に関すること 

③施設の安全管理に関すること 

④報告業務 

 

 

 



４．事業計画の概要 

  事業計画書概要版のとおり 

 

５．選定結果 

 （１）非公募により候補者を選定した理由 

本市は、スポーツ交流人口の拡大を図ること等スポーツによる地域活性化を目指し施策を

実施している。この施策を積極的に実施するため、令和４年に一般社団法人都城市スポーツ

コミッションを設立した。 

スポーツ拠点施設を活用した市の施策を実施するため、上記事業者を非公募により候補者

とすることにより連携強化が図れると考える。 

   また、当団体は令和５年４月から山之口運動公園及び都城運動公園の指定管理を行ってい

ることに加え、宮崎県有施設の指定管理者であることから、一体的な管理を行うことで、効

率的な管理運営、質の高いサービスの提供を実施することができると考える。 

 

 （２）申請書類の審査結果 

  各選定基準について、以下の理由から、一般社団法人都城市スポーツコミッションが指定

管理者として適正であると判断しました。 

 

  ・市民の平等な利用の確保について 

公正公平な利用が担保されている点が優れていること。 

 

  ・施設の効用の最大限の発揮について 

適切な利用者のニーズ把握や関係団体と連携したサービス向上の提案がなされていること。 

 

  ・経済的な管理運営と適正な経費配分について 

適正な経費配分、経費節減の考え方の提案がなされていること。 

 

  ・管理運営能力について 

組織基盤、財務状況も安定しており、業務実績もあること。 

 

  ・地域貢献に関する取り組みについて 

   複数視点からの地域活性化の取組みや地域貢献の提案がなされていること。 

 

  ・その他、公の施設を管理させるに当たり必要な基準について 

   国スポ大会を見据えた万全な管理体制に加え、大会終了後、レガシー継承事業の実施によ

る施設利活用促進が期待できること。 


